
 
 
 

 
の者に法定代理人がいる場合の法定代理人を含む。）とする。 

＊ 調査受付窓口：（各地域の受付窓口を明示する） 
 
【個人情報の取り扱いについて】 

このモデル事業で扱う資料等の多くが慎重に取り扱われるべき個人情報であ

ることから、厳正に管理を行います。 
①使用、管理、保存 

医療機関から提出された診療録等の写し等は、当該モデル事業において調査、

評価にかかわる医師、地域評価委員が使用し、調査終了後に医療機関に返却又

は破棄いたします。評価結果報告書の写しは、（社）日本内科学会内に設置され

ているモデル事業中央事務局に送付し、運営委員会にて使用されます。また、

解剖結果報告書、評価結果報告書、その他関係の書類は調査受付窓口が管理を

行い、調査終了後少なくとも５年間保存します。 
②情報提供 

死体検案書は解剖担当医より提供いたします。また、評価結果報告書は提供

いたします。解剖結果報告書は、評価結果報告書と共に提供いたします。 
③関係者への説明 

このモデル事業は、死因究明及び再発防止策の検討といった医療安全の向上

を目的としていますので、モデル事業の実施状況について、医療関係者や国民、

報道関係者などに対して広くお知らせし、ご理解いただきたいと考えておりま

す。 
関係者への説明の際に、個人名や医療機関名が特定される情報が提供されるこ

とはありません。

関係者への説明項目は次のとおりです。 
  1.受付地域（例：東京）、モデル事業への申請日、解剖の実施日 
  2.患者の年齢（例：40 歳代）、性別、生前の診療状況（例：胆石の診断の

もとに、内視鏡を用いた手術を行ったところ、腹膜炎を併発し、加療

の後死亡） 
  3.評価結果の概要（評価結果報告書の説明の際、モデル事業担当者から

説明があります）     
 
このモデル事業によって、死亡の原因が究明され、また、評価の結果を踏ま

えて同様の原因による死亡を防ぐための努力が行われますので、関係者へ説明

を行うことについて、ご理解願います。 
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